
1 

 

令和８年度 三木市起業家支援事業補助金 募集要領 

１ 事業内容 

市内で起業をめざす起業家の方に対し、事業の立ち上げ等に必要な経費の一部に補助金

を交付することにより、起業しやすい環境を整備します。 

 

２ 定義 

 三木市起業家支援事業補助金における「起業」とは、事業を営んでいない個人が所得税

法に規定する開業の届出により新たに事業を開始すること又は事業を営んでいない個人が

新たに法人を設立し、事業を開始することをいいます。 

 

３ 対象となる方 

令和７年度・令和８年度（令和７年４月１日から令和９年３月末日まで）に、市内で起

業をしようとする方又は市内で起業をした方であって、次の(1)から(5)のいずれにも該当

する方とします。 

(1) 本補助金の実績報告をする日において、市内に住所を有し、及び市内に主たる事業所

を有する個人又は市内に主たる事業所を有する法人（特定非営利活動法人、一般社団法

人、一般財団法人、公益社団法人及び公益財団法人を除く。）であること。 

(2) 補助金の交付決定を受けた日から市内で５年以上継続して事業を営む意思を有する

こと。 

(3) 市税を滞納していないこと。 

(4) 当該補助金の申請書類の作成に当たっては、三木市中小企業サポートセンターの指導

及び助言を受けていること。 

(5) 令和７年度以前に、三木市起業家支援事業補助金または三木市女性起業家支援事業補

助金の交付を受けていないこと。 

※ 今年度は４枠を募集し、この中で空き家改修に係る経費がある場合は、そのうち２

枠について補助金を加算します。 

(6) 起業をしようとする事業又は起業した事業が次に掲げる事業に該当しないこと。 

ア 日本標準産業分類の大分類における農業、林業及び漁業｡ただし、日本標準産業分類

の小分類における農業サービス業、園芸サービス業、素材生産業及び林業サービス業を

除く｡ 

イ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)の適

用を受ける事業 

ウ 特定の政治、宗教、思想等に関連する事業 

 

４ 補助対象経費 

補助金の交付の対象となる経費は、補助金の交付を受けようとする起業に要する経費と

して明確に区分できるもの（消費税及び地方消費税相当額を除く。）で、次の(1)から(5)の

いずれかに該当し、かつ、交付決定日の属する年度に支払った経費とします。 

なお、内税の経費がある場合は、その経費を割り戻して税抜きの金額（小数点以下切り
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捨て）を積算してください。 

ただし、国、県等から対象経費に補助金（以下「県等補助金」という。）が交付される場

合は、当該経費（対象経費のうち、県等補助金が交付される特定の工事費、物品購入費、

人件費その他個別の経費に限る。）を控除した額を対象経費とします。 

(1) 事務所開設費 

ア 事務所、店舗、倉庫又は駐車場（代表者の配偶者又は三親等以内の親族が所有する

ものを除く。）の賃料及び共益費（住居兼用の場合は、居住用のスペースに係るものを除

き、敷金、礼金及び購入費等は含まない。） 

イ 事務所又は店舗の開設に伴う外装、内装又は設備の工事費（住居兼用の場合は、居

住用のスペースに係るものを除く。） 

(2) 初度備品費 

事業の実施に必要な備品の購入費又はリース料（車両の購入費は除く。） 

(3) 専門家経費 

ア 専門家による事業プランの策定若しくは事務指導等に係る謝金又は旅費等の経費 

イ 専門家による調査、分析又は設計等に係る委託料 

(4) 事業費 

ア ホームページ作成、パンフレット・チラシ製作、広告又は展示会出展等に要する広

告宣伝費 

イ 事業活動に必要な通信費、運搬費又は光熱水費 

(5) 空き家改修費 

 事業に使用する空き家の機能回復及び設備改善に係る工事に要する費用のうち、次の

アからウのいずれにも該当するもの。ただし、空き家バンクに登録している住宅につい

ては、イ及びウに該当するものとします。 

ア 現に居住その他の使用がなされていない期間が６か月以上であるもの 

イ 築２０年以上経過したもの 

ウ 台所、浴室、便所等の水回り設備のいずれかが１０年以上更新されておらず、機能

回復が必要であること。 

※ 空き家には、共同住宅の空き住戸を含みます。 

※ 住居兼用の場合は、居住用のスペースに係るものを除きます。 

※ 空き家バンクとは、国又は市が提供する住居その他の使用がなされていない住宅に

関する物件情報のことです。 

※ 上記アからウのそれぞれの期間については、賃貸借契約又は売買契約の日付を基準

に判断します。 

※ 空き家活用に要する経費については、上記の空き家要件に該当する場合に補助対象

となります。資料や現地審査により要件充足を確認できない場合は、助成対象外とな

ることもあります。また、空き家の活用にあっては、都市計画法、建築基準法、旅館

業法、農地法等の許可等が必要な場合があります。特に市街化調整区域内の場合は、

都市計画法の許可手続き等が必要となりますので、事前に市役所の開発許可部局に相

談してください。 
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５ 補助金額 

補助金の額は、予算の範囲内において、上記(1)から(4)の対象経費の２分の１に相当す

る額とし、５０万円を限度とします。ただし、上記(5)の対象経費があるときは、５０万円

を限度とし、(5)の対象経費の２分の１に相当する額を補助金額に加算します。なお、予算

額を超えた場合、予算額を補助金額の比で按分して交付する場合があります。また、応募

者多数の場合は、採択されない場合があります。 

 

６ 補助事業制度の流れ  

                 （令和８年度の予定） 

 

 

   

 

 ８件程度 

           （書面審査通過） 

 

 ４件程度 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 募集期間及び提出書類  

(1) 受付は、４月１３日(月)から７月１０日(金)までの開庁日に商工振興課で行いま

す。時間は午前８時３０分から午後５時までとし、事前にお電話にてご連絡のうえ、ご

持参ください。申請書の様式は市のホームページからダウンロードしてください。な

お、商工振興課窓口でも配布しております。 

   ※補助金の申請書類の作成に当たっては、三木市中小企業サポートセンター（℡0794-

70-8008 要予約）の指導及び助言を必ず受けてください。申請書にサポートセンターの

確認印があるもののみ商工振興課で受付します。なお、この確認印は、提出書類に不

備がないか確認するものであり、この事業の採択を保証するものではありません。 

(2) 三木市起業家支援事業補助金交付申請書（様式第１号）に次のアからオに掲げる書類

を添えて提出してください。なお、様式第１号から第３号までの様式については、可

能な限り合計で１０ページ以内となるようにまとめてください。 

ア 事業計画書（様式第２号）及び収支予算書（様式第３号） 

書面審査 

７月中旬～８月中旬 

申請受付期間 

４月１３日～７月１０日 

補助事業の決定 

９月下旬 

実 績 報 告 

随  時 

補助金額確定 

随  時 

補助金精算 

審査会(面接) 

８月中旬～９月中旬 
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イ 対象経費が確認できる書類（見積書等） 

ウ 当補助金の対象となる空き家であることが分かる書類（空き家改修に係る対象経費

があるときに限る。） 

  ※空き家の要件を満たすことの確認書、水回り設備更新前の状況の分かる写真、物件

情報の分かる不動産業者作成の資料（募集広告等）、不動産登記簿謄本、賃貸契約書

等 

エ その他市長が必要と認める書類（必要な場合は、市から提出を求めます。） 

※空き店舗の活用による加点を希望する場合は、空き店舗であることが分かる写真等

の資料 

オ 年齢確認と住所確認ができる公的身分証明書（運転免許証等）のコピー 

(3) 申請書においては、第三者にも理解できるように、可能な限り専門用語・業界用語は

使用を避けてください。 

(4) 提出していただいた書類は、返却できません。必要に応じて各自でコピーをするなど

の対応をしてください。 

(5) 申請書の氏名欄は、自署又は記名捺印をお願いします。 

 

８ 審査 

(1) 提出書類は、書面審査、面接審査で審査します。ただし、一定の評価点数が得られな

い場合は、書面審査を通過しない場合があります。 

(2) 面接審査の日程については、別途、市からご連絡します。 

(3) 審査の途中経過のお問い合わせには一切応じかねますので予めご了承下さい。 

(4) 審査の結果は、審査終了後に書面により通知します。  

(5) 採択された方は、事業者名及び事業内容が外部に公表される場合があります。 

(6) 提出書類は、審査基準に基づく審査を行い、評価点数が高いものから予算の範囲内で

採択します。なお、一定の評価点数が得られない場合に採択されないことがあります。

採択されなかった理由等に関する問合せについては、一切応じられません。 

(7) 市として空き店舗対策に取り組む観点から、市内の商店街や個店の空き店舗を活用し

て起業をする場合、書面審査において加点を行います。この場合、空き店舗であること

が分かる写真等の資料を申請時に提出する必要があります。 

 

９ 補助金の交付決定  

(1) 補助金の額は事業完了後、実績報告に基づき確定します。 

(2) 補助対象経費は、通常業務の経理と区分して管理してください。事業完了時に提出し

ていただく実績報告に必要となります。 

 

１０ 事業内容の変更  

申請の内容を変更しようとするときは、速やかに三木市起業家支援事業補助金変更交付

申請書（様式第５号）等を提出していただくことになります。  

なお、交付決定額が増額となるような変更はできません。 
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１１ 実績報告  

(1) 事業者は、補助金の対象となる事業が完了したときは、三木市起業家支援事業補助金

実績報告書（様式第８号）に次のアからオに掲げる書類を添えて提出してください。 

ア 収支決算書（様式第９号） 

イ 対象経費の領収書の写し 

ウ 補助事業の完了が確認できる写真 

エ 税務署へ届け出た開業届出書又は履歴事項全部証明書の写し 

オ その他市長が必要と認める書類（必要な場合は、市から提出を求めます。） 

(2) 実績報告時には、事業経費を全額支払い済みであることが必要です。 

※ 補助対象となる経費は、令和８年４月１日から令和９年３月３１日までの間に支払

い済みの経費です。 

(3) クレジットカード等で経費を支払う場合は、以下の点についてご注意ください。 

ア クレジットの引落し等の全てがこの期間に完了した経費のみが補助対象となります。

また、支払等の名義は全て申請者に限ります（クレジットカード、引落口座の全てが

申請者本人名義、法人の場合は法人名義であること。）。 

イ リボルビング払い（リボ払い）【注】で支払った経費は全額補助対象外です。また、

分割払いの場合は、令和８年４月１日から令和９年３月３１日までの期間外に支払い

が発生したものは全額補助対象外です。 

【注】リボルビング払い（リボ払い） 

クレジットカードの利用金額や利用件数に関わらず、あらかじめ設定した一定の金

額を月々支払う方式 

ウ 実績報告においては、領収書と併せて銀行口座から引落しが完了していることが確

認できる資料を添付してください。 

エ 電子マネー決済やバーコード決済は、領収書等が提出できるものに限ります。 

※ 各種ポイントを利用する場合は、そのポイント相当額を差し引いた金額が補助対象

経費となります。 

(4) 領収書（写し）、銀行振込書等（写し）は、この事業専用とし、通常業務との一括処

理はしないでください。 

※実績報告の審査の際に、補助対象経費として認められない経費がある場合は、補助金を 

減額することがありますので、あらかじめご了承ください。 

 

１２ 補助金額の確定 

(1) 実績報告書提出後、書類の確認等を行い補助金額の確定をします。  

(2) 補助金の確定額は、交付決定額を上回ることはありません。  

  

１３ 補助金の交付  

事業者は、補助金額確定通知を受理した後、三木市起業家支援事業補助金請求書（様式

第１１号）を提出してください。その請求に基づき、補助金を指定口座に振り込みます。 
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１４ 決算の報告  

事業者は、交付決定日から起算して５年を経過する日の属する年度までの各年度につい

て、決算書等の提出により事業成果を市長に報告しなければなりません。 

 

１５ 補助金交付決定の取り消し 等 

下記のいずれかに該当した場合は、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことがあ

ります。補助金交付決定を取り消した場合において、既に事業者に補助金が交付されてい

るときは、期限を定めて補助金を返還していただくことになりますので、十分注意してく

ださい。  

(1) 三木市起業家支援事業補助金交付要綱の規定に違反したとき。 

 (2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 

 ※ 補助事業により取得した財産（備品等）の処分には、市長の承認が必要となります。 

 

１６ 書類の保存 

事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を事業が完了した日の属する

年度の翌年度から５年間保存してください。 

 

１７ 募集要領及び募集要綱の一読 

補助金の申請をする方は、必ず募集要領及び交付要綱を熟読の上、不明な点がありまし

たら、三木市中小企業サポートセンター又は市商工振興課までお問い合わせください。 

 

１８ その他 

(1) 採択された方は、三木市中小企業サポートセンターの支援を継続して受けてください。 

(2) 本募集要領や交付要綱等に記載のない事項については、市商工振興課の判断に従って

ください。 

 

 

【申込及び問合せ先】 

 三木市産業振興部商工振興課商工業振興係  

 〒673-0492 三木市上の丸町 10番 30 号 

 TEL 0794-82-2000 内線 2231 FAX 0794-82-9728 

【補助金申請の相談】 

 三木市中小企業サポートセンター 

 〒673-0433 三木市福井 1933 番地の 12 サンライフ三木 2 階 

 TEL 0794-70-8008（要予約） FAX 0794-70-8009 

 開館：火曜日～土曜日（9 時～正午、13 時～16 時 30 分 祝日除く） 


